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全道の農業者の皆様へ

選ぶ方どんどん増えています！

制度開始４年目を迎えた「収入保険」は、様々な作物とリスクに対応する
保険として、年々選ぶ方が増えています。

加入者
増加中！
加入者
増加中！

収入保険の加入実績

選ばれる理由 その１
全ての農産物が加入できる！

（令和４年７月末時点）

収入保険は自らが生産した全ての農産物が保険の対象です。
青色申告の実績があれば、これまで農業共済に加入できなかった作物も

含めた経営全体を補償します。

経営の主となる作物別 加入戸数（全道 令和４年）

農業共済に
加入できる作物
（水稲、麦、大小豆、
馬鈴薯など）

農業共済に
加入できない作物
（施設野菜、花き、大
根、人参など）

経営主体となる作物の一例

水稲、麦、大豆、そば

トマト、ミニトマト、大根、人参

長ネギ、ブロッコリー

さくらんぼ、ぶどう

カーネーション、きく

※肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は
他の経営安定対策事業（マルキン）
があるため、収入保険に加入できません。



ただいま、令和５年対象の保険相談を受付中です。
詳しくは最寄りのＮＯＳＡＩまで。

選ばれる理由 その２
様々なリスクに対応できる！

収入保険は自然災害による収穫量の減少だけでなく、価格低下や病気・
けがにより収穫できなかった場合など、様々なリスクに対応します。

選ばれる理由 その３
保険料が安い！

収入保険は農業共済と比較して、少ない負担で加入することができます。
また、被害が無ければ次年以降はさらに負担額が小さくなります。

※１ 収入保険の積立方式に加入する場合は別途積立金が必要となりますが、積立部分の補償が
発動しなかった場合は次年度以降に持ち越されます。

※２ 保険料等は保険方式は５０％、積立方式は７５％を国が負担します。

補償額１００万円に対する農業者負担保険料等（令和３年度全道平均）

収入保険 水稲 麦 大豆 小豆 ばれいしょ てん菜

12,872 円
16,609 円

37,662 円 37,348 円
32,698 円

17,304 円
20,390 円

（保険方式） 共済 共済 畑作物共済



気象災害

35.20億円

新型コロナによる価格下落

17.71億円

その他価格下落

8.87億円

その他数量減少

2.81億円

病害虫・鳥獣害

0.43億円

全道の農業者の皆様へ

収入保険は様々な収入減少に対応します！
収入保険は、農業共済では補償できない価格低下もしっかり補てんします。
昨年は多くの農産物で価格が低迷しましたが、影響を受けた加入者の皆様
に保険金等をお支払いしました。

収入減少の要因別 保険金等支払額（令和３年保険）

・干ばつによる収穫量の減少と品質の低下により、収入が減少した。

・新型コロナウイルスの影響により需要が減少し、価格が低下した。

・局地的な集中豪雨で圃場が浸水し、作物が根腐れ等による生育不良となり収量が減った。

・降雹により、玉ねぎの作付け圃場を廃耕することとなった。

・高温の影響でリンゴの肥大不足・着色不良が発生し、収穫量の減少及び品質の低下となった。

・家族が長期入院してしまったため、当初の予定面積を作付することができなかった。

こんな事故も補償しました（一部実例を紹介）

※令和４年６月末時点

加入者の約４０％（１,７６９戸）に対し、平均約36８万円
の保険金等をお支払いしました。
このうち、８７９戸の方が「つなぎ融資」により税申告前に
保険金等の一部を受け取ることができました。



野菜

36.5億円米

17.1億円

そば 5.1億円

馬 1.9億円

豆類 1.5億円

いも類 1.1億円

花き 0.6億円

麦類 0.5億円

果実 0.4億円 その他農作物 0.2億円
牛 0.1億円

飼肥料作物 0.1億円

きのこ 0.1億

収入保険

ただいま、令和5年対象の保険相談を受付中です。
詳しくは最寄りのＮＯＳＡＩまで。

収入保険は全ての農産物を対象に
収入減少を補てんします！

施設野菜や花き、販売用牧草など、
農業共済に加入できない農産物も補てんしました。

主要作物等別 保険金等支払額（令和３年保険）
※令和４年６月末時点

全道の農業者の皆様へ

玉ねぎ 19.0億円

水稲 17.1億円

そば 5.1億円

大根・人参 3.8億円

トマト・ミニトマト 3.3億円

保険金等の支払額が大きかった作物の一例
かぼちゃ 2.7億円

軽種馬 1.9億円

ねぎ １.4億円

大豆・小豆 1.3億円

馬鈴薯 1.1億円

（肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は他の経営安定対策事業（マルキン）があるため加入できません）

















相談窓口
●収入保険の補償内容など詳しいことは、以下の相談窓口にお問合せ

ください。

みなみ統括センター 〒060-0004 札幌市中央区北４条西１丁目１番地 北農ビル15階 ☎011-522-6570
石狩支所 〒067-0055 江別市篠津401番地４ ☎011-382-5470
後志支所 〒044-0007 虻田郡倶知安町北７条東５丁目１番地２ ☎0136-22-0264
道南支所 〒041-1214 北斗市東前74－2 ☎0138-77-8211
いぶり支所 〒059-1623 勇払郡厚真町新町214番地1 ☎0145-27-3321
日高支所 〒056-0016 日高郡新ひだか町静内本町４丁目１番６号 ☎0146-42-0904

道央統括センター 〒074-0001 深川市１条５番５号（２Ｆ） ☎0164-34-5331
空知中央支所 〒068-0007 岩見沢市７条東２丁目13番地 ☎0126-22-0137
南空知支所 〒069-1341 夕張郡長沼町宮下１丁目１番１号 ☎0123-88-3233
中空知支所 〒073-0022 滝川市大町１丁目５番14号 ☎0125-22-2211
北空知支所 〒074-0001 深川市１条５番５号（１Ｆ） ☎0164-22-7111
上川北支所 〒095-0044 士別市東山町3343番地２ ☎0165-23-4161
富良野支所 〒076-0043 富良野市字南大沼の２ ☎0167-23-4830
上川中央支所 〒078-8208 旭川市東旭川町下兵村517番地 ☎0166-36-2162
留萌支所 〒078-3711 苫前郡苫前町字旭40番地の９ ☎0164-64-2591
宗谷支所 〒097-0001 稚内市末広４丁目２番31号 ☎0162-33-6565

十勝統括センター 〒089-1182 帯広市川西町基線59番地28 ☎0155-59-2006
十勝中部支所 〒080-2331 帯広市基松町基線35番地12 ☎0155-63-2206
十勝南部支所 〒089-2106 広尾郡大樹町下大樹180番地１ ☎01558-6-2141
十勝西部支所 〒089-0103 上川郡清水町字清水第１線50番地41 ☎0156-62-2072
十勝北部支所 〒089-3708 足寄郡足寄町愛冠14番地20 ☎0156-29-8800
十勝東部支所 〒089-5235 中川郡豊頃町中央若葉町23番地３ ☎015-574-2421
十勝北西部支所 〒080-0573 河東郡音更町駒場南３番地４ ☎0155-32-8010

ひがし統括センター 〒086-1106 標津郡中標津町西6条南11丁目6番地1 ☎0153-77-9183

北海道農業共済組合 https://www.nosai-do.or.jp

農林水産省経営局保険課 TEL：03-6744-7147
mail：syunyu-hoken@maff.go.jp

全国農業共済組合連合会 TEL：03-6265-4800
mail：kikaku@nosai-zenkokuren.or.jp

全国連
ホームページ

全国連
Facebook

農林水産省
ホームページ

オホーツク統括センター 〒099-0879 北見市美園497番地１ ☎0157-66-6701

本所 農作部 〒060-0004 札幌市中央区北４条西１丁目１番地 北農ビル15階 ☎011-271-7235

http://www.hknosai.or.jp/

